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(57)【要約】
　提供されるのは、装具本体に摺動可能に係合される可
撓性「Ｕ」型バネクリップを使用し、スロットの側壁部
を分断する凹状側面を含む、装具の外向き面に位置する
空洞を有する、改善された自己結紮装具及び方法である
。空洞は、クリップが閉鎖位置にあるときに、本体及び
「Ｕ」型クリップの一方の脚部によって集合的に形成さ
れ、手持ち器具の先端部を収容するのに十分なサイズを
有する。クリップ及び装具本体の両方の表面に沿って触
覚フィードバックを施術医に与えることによって、空洞
を見通さずに、装具機構を便利に操作できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯科矯正装具であって、
　基部と、
　前記基部から外向きに延在する本体であり、概ね近心側－遠心側方向に沿って延在する
細長いスロットを有し、前記スロットが、底壁部、並びに一対の対向する咬合側側壁部及
び歯肉側側壁部を有する、本体と、
　該本体に摺動可能に係合され、開放位置と閉鎖位置との間を移動可能なクリップであり
、該クリップが閉鎖位置にあるとき、前記スロットの少なくとも一部を越えて延在する第
１脚部と、該第１脚部に連結され、概ね咬合側－歯肉側方向に沿って前記本体を通る通路
内に摺動可能に受容される第２脚部と、を備えるクリップと、
　当該歯科矯正装具の唇側側部に位置し、前記スロットの側壁部を分断する凹状側面を含
む空洞であり、前記クリップが閉鎖位置にあるとき、前記本体及び唇側脚部によって集合
的に形成され、手持ち器具の先端部を収容するのに十分なサイズを有する空洞と、を備え
る、歯科矯正装具。
【請求項２】
　前記第１脚部が唇側脚部であり、該唇側脚部の第１係止面が概ね舌側方向に面し、前記
第２脚部が舌側脚部であり、該舌側脚部の第２係止面が概ね唇側方向に面する、請求項１
に記載の歯科矯正装具。
【請求項３】
　前記第１係止面が凸面を含み、前記第２係止面が凹面を含む、請求項１又は２に記載の
歯科矯正装具。
【請求項４】
　前記空洞が、前記唇側脚部に位置し、かつ、前記本体上の前記凹状側面に対向する、凹
状側面を更に含む、請求項２に記載の歯科矯正装具。
【請求項５】
　前縁部を受容するために前記側壁部の一方に位置する保持凹部を更に備え、前記第１脚
部が、前記前縁部及び前記前縁部に隣接する第１係止面を有し、前記保持凹部が第２係止
面を備え、前記クリップが予め圧縮応力を受けており、もって、前記第１係止面及び前記
第２係止面が互いに付勢し合い相補的に係合して、前記クリップを閉鎖位置に保持する、
請求項１又は４に記載の歯科矯正装具。
【請求項６】
　前記空洞によって分断される前記側壁部が歯肉側側壁部である、請求項１又は４に記載
の歯科矯正装具。
【請求項７】
　前記本体上の前記凹状側面が、実質的に、前記歯肉側側壁部と交差する円柱の範囲内に
刻まれる、請求項６に記載の歯科矯正装具。
【請求項８】
　前記円柱が、約１２７マイクロメートル～約７６２マイクロメートルの範囲の半径を有
する、請求項７に記載の歯科矯正装具。
【請求項９】
　前記空洞が、前記歯肉側側壁部の近心側－遠心側中間点近くに位置する、請求項１又は
４に記載の歯科矯正装具。
【請求項１０】
　前記空洞に対して前記スロットの反対側において前記本体の唇側側部に位置し、かつ、
共通する咬合側－歯肉側軸線に沿って前記空洞と概ね一直線に並んでいる、溝を更に備え
る、請求項１又は４に記載の歯科矯正装具。
【請求項１１】
　前記クリップの前記第１脚部が、本質的に前記スロットの近心側－遠心側長さ全体に沿
って延在する、請求項１又は４に記載の歯科矯正装具。
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【請求項１２】
　前記保持凹部が、概ね咬合側方向に面する下面と、概ね唇側方向及び舌側方向に面する
一対の対向する側面と、を有し、前記凹面が、概ね唇側に面する側面上に位置している、
請求項５に記載の歯科矯正装具。
【請求項１３】
　前記凹面の少なくとも一部が、前記歯肉側方向の凸状構成部品に対する法線ベクトルを
有する、請求項１２に記載の歯科矯正装具。
【請求項１４】
　前記保持凹部が第１保持凹部であり、前記本体が第２保持凹部を備え、前記第１保持凹
部及び第２保持凹部が前記スロットの近心側側部及び遠心側側部にそれぞれ位置し、前記
クリップが閉鎖位置にあるとき、前記前縁部が、前記第１保持凹部及び前記第２保持凹部
にそれぞれ受容される、離間した近心側部分及び遠心側部分に分けられている、請求項５
に記載の歯科矯正装具。
【請求項１５】
　前記保持凹部が、前記クリップが作動状態であるとき、前記前縁部に隣接して概ね唇側
方向に面する第４係止面と相補的に係合する、概ね舌側方向に面する第３係止面を更に含
む、請求項５に記載の歯科矯正装具。
【請求項１６】
　本体と、該本体に摺動可能に係合され、第１脚部及び第２脚部を有し、該第１脚部が、
前記本体に位置する細長いスロットを少なくとも部分的に横切って延在する、概ね「Ｕ」
型のクリップと、を有する、歯科矯正装具を作動させる方法であって、
　前記第１脚部と前記本体の外向き面との間の空隙に沿って配置される空洞内に手持ち器
具の先端部を挿入する工程であり、該空洞が、前記第１脚部及び前記本体の両方によって
少なくとも部分的に形成されており、外向きに面する表面及び咬合側に面する表面の両方
に沿って触覚フィードバックを提供する、工程と、
　前記本体の前記外向き面に位置し前記空洞に対して前記スロットの反対側において概ね
咬合側－歯肉側方向に沿って延びる溝に沿って前記先端部を引き寄せることによって、前
記クリップに力ベクトルを加えて、前記第１脚部及び前記第２脚部の互いに離れる方向へ
のひずみを防ぐ工程と、を含む、方法。
【請求項１７】
　前記第１脚部が唇側脚部であり、前記第２脚部が舌側脚部であり、前記外向き面が唇側
側部である、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記溝が、前記本体の唇側側部から舌側方向にずれて、概ね直線経路の動きに沿って前
記先端部を導く、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記直線経路が、前記スロットの側壁部の１つと同一平面上にある基準面と約７０度～
約１１０度の範囲の角度で交差する、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記先端部を前記溝に沿って引き寄せる工程が、前記舌側脚部を概ね咬合側方向に摺動
させる、請求項１８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　提供される装具及び方法は、一般に歯科矯正治療に使用される装具に関する。より詳細
には、装具及び方法は、自己結紮する歯科矯正装具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯科矯正は、不正咬合状態の歯を口腔内の正しい位置へ治療的に移動することを伴う、
歯科の専門領域である。歯科矯正治療には、咬合機能の改善、顔面の審美的改善、及び口
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腔衛生の維持の簡便化などの多くの効果がある。
【０００３】
　固定装具治療と呼ばれる通常法の治療では、歯科矯正医は、ブラケットと呼ばれる一連
の小さなスロット付き装具を、患者の歯の表面に接着剤で固定する。続いて、弾力性のあ
るアーチ状ワイヤ（すなわち、「アーチワイヤ」）が、ブラケットのスロットに収容され
る。アーチワイヤの末端部は、典型的には、臼歯用チューブと呼ばれる管様装具に捕捉さ
れ、患者の臼歯に固定される。アーチワイヤが初めに元の形状から曲げられている間、こ
れが治療中に跳ね返るときに穏やかな力を歯に加え、連結された不正咬合状態の歯を解す
トラックとして機能する。アーチワイヤのサイズ及び断面形状（典型的には、円形又は矩
形）を連続的に調節することによって、施術医は、治療の後半において高い管理レベルを
得ることができる。
【０００４】
　様々な手技を用いて、治療中、ブラケットのスロット内にアーチワイヤを固定できる。
１つの方法は、ブラケットのスロットの反対側にあるタイウイングと呼ばれる突起を活用
し、弾性「Ｏ」リング状結紮を用いてアーチワイヤを各ブラケットに結びつけることであ
る。別の方法は、アーチワイヤの上部かつタイウイングの周囲にかけられ、その後しっか
りと固定される、薄い結紮ワイヤ片を使用することである。結紮又は結紮ワイヤを必要と
せずにスロット内にアーチワイヤを係合するための、自己ロック機構を用いる特定のブラ
ケットが開発されている。これらは、自己結紮装具として知られている。これらは、結紮
プロセスを容易にし、治療初期における移動に対する摩擦抵抗を低下させ、衛生状態を向
上させることができるため、一部の施術医は、これらの装具を好んでいる。
【０００５】
　自己結紮装具は、多くの形状で提供され、スロット中のアーチワイヤの固定に異なる機
構を利用している。自己結紮ブラケットの１つの考え方は、組み込み式の可撓性「Ｕ」型
バネクリップを利用することであり、クリップの一方の脚部は、装具本体内の通路を通っ
て摺動し、一方他方の脚部は、本体の前面を摺動して、アーチワイヤの出入りを制御する
。この方法の利点の１つは、クリップの弾性に由来する。弾性クリップは、能動的結紮を
もたらすことができ、クリップは、アーチワイヤをスロットの底部に向けて付勢する連続
力を付与する。一部の施術医は、ブラケットスロット内にこれらのワイヤを「能動的に」
収容することが、より効果的にトルクを歯に伝えることができるため、特に正方形及び矩
形のアーチワイヤを用いた能動的結紮を好む。一方受動的結紮では、アーチワイヤがアー
チワイヤスロット内で自由に「浮く」ことを可能にする。受動的結紮の理解される１つの
利点は、摩擦の低減である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記自己結紮装具の「Ｕ」型クリップが、開放位置と閉鎖位置との間を滑らかに摺動す
る間、装具本体を取り囲むように成形され得る一方で、クリップは、治療を通して同一の
形状を必ずしも保てない場合がある。アーチワイヤによってクリップに付与される力、つ
まり、クリップの開放及び閉鎖を反復することによって、クリップが時間と共に徐々に「
開放」に変形する原因となる場合がある。また、様々な工学的な考察も、この問題の一因
となり得る。所望の可撓性をもたらし、装具の外形を小さくするため、例えば、クリップ
は通常非常に薄く作られるが、これによっても、クリップを永続的に変形しやすくする場
合がある。クリップ及び本体は、寸法が様々であることから、製作公差も定められる。ク
リップ及び装具本体が上記いずれかの理由で完全に嵌合しないとき、クリップは、装具内
でがたつく、つまりぐらぐらする場合があり、クリップを閉鎖したという施術医の確信を
低下させる。場合によっては、クリップと連結する装具本体との間の嵌合が乏しいために
、クリップが、自然に開放し、及び／又は装具本体から取り除かれるようになることもあ
り得る。
【０００７】
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　従来の自己結紮装具の別の問題点は、使いやすさに関する。結合された歯科矯正装具内
で使用されるドア、クリップ、又はその他結紮部材は、一般に小さく繊細であるため、経
験のない施術医が操作することが難しい場合がある。場合によっては、歯科矯正用具のメ
ーカーは、装具構造を繰り返し開放及び閉鎖する際のクリップのひずみを防ぐために、専
門の手持ち器具を用いる必要がある。しかし、たとえそうであっても、手持ち器具を装具
構造と係合するのに、通常は見通しが必要である。臼歯などの後方歯に固定した装具で作
業するとき、このような見通しを容易に獲得できない。ここでも、不適切な手技によって
、装具の損傷につながる恐れがある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本明細書で記載されるのは、上記問題を軽減できる、改善された自己結紮装具及び関連
方法である。これらの装具は、唇側及び舌側脚部を有する弾力性のある「Ｕ」型クリップ
と、アーチワイヤスロットの側壁部を分断する凹状側面を備える装具の唇側側部に位置す
る空洞と、を使用する。空洞は、クリップが閉鎖位置にあるときに、本体及び唇側脚部に
よって集合的に形成され、手持ち器具の先端部を収容するのに十分なサイズを有する。ア
ーチワイヤスロットの側壁部を分断することによって、空洞は、手持ち器具の先端部がス
ロットをたどる際に施術医に触覚フィードバックを提供し、空洞を見通さずに、装具を便
利に操作できる。必要に応じて、装具は、空洞に対してスロットの反対側において本体の
唇側又は舌側側部に位置し、かつ、共通する咬合側－歯肉側軸線に沿って空洞と概ね一直
線に並んでいる溝を有し、クリップが開閉する際のひずみを予防する。
【０００９】
　一態様において、歯科矯正装具が提供される。歯科矯正装具は、基部と、概ね近心側－
遠心側方向に沿って延在する細長いスロットを有する、基部から外向きに延在する本体で
あって、スロットが、底壁部、並びに一対の対向する咬合側及び歯肉側側壁部を有する本
体と、本体に摺動可能に係合され、開放位置と閉鎖位置との間を移動可能なクリップであ
って、クリップが閉鎖位置にあるとき、スロットの少なくとも一部を越えて延在する第１
脚部と、第１脚部に連結され、概ね咬合側－歯肉側方向に沿って本体を通る通路内に摺動
可能に受容される第２脚部と、を備えるクリップと、装具の唇側側部に位置し、スロット
の側壁部を分断する凹状側面を含む空洞であって、クリップが閉鎖位置にあるとき、本体
及び唇側脚部によって集合的に形成され、手持ち器具の先端部を収容するのに十分なサイ
ズを有する空洞と、を備える。
【００１０】
　必要に応じて、装具は、前縁部を受容するために側壁部の一方に位置する保持凹部を備
え、このとき第１脚部が、前縁部及び前縁部に隣接する第１係止面を有し、保持凹部が第
２係止面を含み、クリップが予め圧縮応力を受けており、これにより、第１及び第２係止
面が互いに付勢し合い、相補的に係合して、クリップを閉鎖位置に保持する。
【００１１】
　必要に応じて、装具は、空洞に対してスロットの反対側において本体の唇側側部に位置
し、かつ、共通する咬合側－歯肉側軸線に沿って空洞と概ね一直線に並んでいる溝を備え
る。
【００１２】
　別の態様では、本体と、本体に摺動可能に係合され、第１及び第２脚部を有し、第１脚
部が本体に位置する細長いスロットを少なくとも部分的に横切って延在する、概ね「Ｕ」
型のクリップと、を有する、歯科矯正装具を作動させる方法が提供される。この方法は、
第１脚部と本体の外向き面との間の空隙に沿って配置される空洞内に手持ち器具の先端部
を挿入する工程であり、空洞が、第１脚部及び本体の両方によって少なくとも部分的に形
成されており、外向きに面する表面及び咬合側に面する表面の両方に沿って触覚フィード
バックを提供する、工程と、本体の外向き面に位置し空洞に対してスロットの反対側にお
いて概ね咬合側－歯肉側方向に沿って延びる溝に沿って先端部を引き寄せることによって
、クリップに力ベクトルを加えて、第１及び第２脚部の互いに離れる方向へのひずみを防
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ぐ工程と、を含む。
【００１３】
　必要に応じて、第１脚部は唇側脚部であり、第２脚部は舌側脚部であり、外向き面は唇
側側部であり、このとき溝は、本体の外向き面から舌側方向にずれて、概ね直線経路の動
きに沿って先端部を導く。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】遠心側、歯肉側、及び唇側側部を見た、一実施形態による組み立てた装具の遠心
側の斜視図である。
【図２】唇側側部を見た、図１の装具の平面図である。
【図３】遠心側側部を見た、図１～２の装具の側部立面図である。
【図４】唇側、近心側、及び咬合側側部を見た、図１～３の装具の前側斜視図である。
【図５】唇側、近心側、及び咬合側側部を見た、図１～４の装具の１つの構成部品の斜視
図である。
【図６】近心側側部を見た、図５中の構成部品の側部立面図である。
【図７】図６の差し込み部に基づく、図５～６の構成部品の拡大部分図である。
【図８】組み立てられた際の、連結されたアーチワイヤ及びクリップ構成部品との代表的
な機械的相互作用を更に示す、図５～７中の構成部品の拡大部分図である。
【図９】唇側側部を見た、図５～８の実施形態の平面図である。
【図１０】咬合側、唇側、及び遠心側側部を見た、図５～９の構成部品の咬合側の斜視図
である。
【図１１】遠心側を向く断面を見た、図９中の線１０－１０に沿った図５～１０の構成部
品の側部断面立面図である。
【００１５】
　定義
　本明細書において使用する場合、
　「近心側」は、患者の湾曲した歯列弓の中心に向かう方向を意味する。
　「遠心側」は、患者の湾曲した歯列弓の中央から離れる方向を意味する。
　「咬合側」は、患者の歯の外側先端部に向かう方向を意味する。
　「歯肉側」は、患者の歯茎又は歯肉に向かう方向を意味する。
　「唇側」は、患者の唇又は頬に向かう方向を意味する。
　「舌側」は、患者の舌に向かう方向を意味する。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　自己結紮歯科矯正装具及び関連方法を目的とする本発明の例示的実施形態が、本明細書
に提供される。これらの実施形態は例示のものであり、本発明を不当に制限すると解釈さ
れないものとする。例えば、当然のことながら、当業者は、開示された装具、及び、歯の
唇側面又は舌側面のいずれかに取り付ける方法を、同じ歯列弓内の異なる歯（例えば、歯
列弓の近心側及び遠心側の半分の対応する装具）、及び上歯列又は下歯列弓のいずれかの
歯に適応することができる。
【００１７】
　所望により、本明細書に記載の装具及び方法は、治療を受ける個々の患者に合わせて変
更しても、しなくてもよい。実施形態は、審美性の改善のため、セラミックなどの半透明
材料から製造される１つ以上の装具の構成部品を含むことができる。更に、材料及び寸法
の仕様は、請求される発明の範囲から逸脱することなく、本明細書に開示されるものと異
なってよい。例えば、提供される装具は、当該技術分野において既知である、任意の様々
な弾力性のある金属又は高分子材料で製造されるクリップを使用してよい。
【００１８】
　歯科矯正装具が図示され、数字１００で表される、１つの代表的な実施形態を図１～４
に示す。示されるように、装具１００は、患者の歯の前面に接着するのに適する唇側ブラ
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ケットである。装具１００は、唇側面１０４と、連結された歯の表面の凸面に実質的に整
合する凹状形状を有する舌側面１０６と、を備える、接着基部１０２を有する。好ましい
実施形態では、外側舌側面１０６は、基部１０２とその下の歯との間の接着剤結合を増強
できる、金属メッシュ、孔、隆起、凹部、刻み、マイクロエッチング面、ガラス粒、接着
粒子、有機シラン処理、又は任意のその他既知の機械的又は化学的改質を含む。あるいは
、基部１０２は、基部１０２が歯を完全に取り囲んで、更に強い結合をもたらすバンド状
構造を有してもよい。
【００１９】
　図１を参照すると、装具本体１０８は、基部１０２の内側唇側面１０４から外向きに延
在する。代表的な実施形態では、本体１０８及び基部１０２は、両方ともステンレス鋼な
どの金属から製造され、互いに溶接又ははんだ付けされる。しかしながら、代替形態とし
て、本体１０８及び基部１０２の一方又は両方が、ポリカーボネートなどの高分子材料、
又は多結晶アルミナなどのセラミック材料から製造されてよい。必要に応じて、これら構
成部品の一方又は両方が、例えば金属射出成形などによって、一体化部品として成形され
てよく、又は、一体型金属若しくはセラミック半加工品から、当業者に既知のコンピュー
タ制御による方法を用いて機械加工されてよい。
【００２０】
　細長いアーチワイヤスロット１１０は、概ね近心側－遠心側方向に沿って本体１０８の
唇側面１０４を横切って延在する。図１に示されるように、スロット１１０は、底壁部１
１２、並びに対向する咬合側及び歯肉側側壁部１１４、１１６を有する。壁部１１２、１
１４、１１６は、治療の過程の間に好適な矯正用アーチワイヤ（図示せず）を収容するた
めの、概ね矩形の囲壁の３つの側面を与える。本体１０８から延在するのは、一対の歯肉
側タイウイング１１８及び一対の咬合側タイウイング１２０であり、所望により施術医に
よって、別個のＯリング又はワイヤ結紮を用いて、スロット１１０中にアーチワイヤを手
動で結紮するのに役立つ。
【００２１】
　弾力性のある概ね「Ｕ」型のクリップ１２２は、本体１０８に摺動可能に係合され、唇
側脚部１２４と、唇側脚部１２４に連結される舌側脚部１２６と、を備える。舌側脚部１
２６は、概ね平面であり、本体１０８を概ね咬合側－歯肉側方向に通る通路１２８内に受
容され、クリップ１２２の、開放位置と閉鎖位置との間の可逆的摺動を可能にし、それに
よって、それぞれアーチワイヤスロット１１０への到達を可能にする、又は阻止する。
【００２２】
　図１～４では、クリップ１２２は閉鎖位置で示される。この位置では、クリップ１２２
の唇側脚部１２４は、本質的に近心側－遠心側長さ全体に沿って、スロット１１０の唇側
開口部を横切って延在する。装具１００がスロット１１０中に受容されるアーチワイヤを
係合し得る、近心側－遠心側長さを最大化することによって、この特徴部は、アーチワイ
ヤと連結された装具１００との間の調節度合いの改善を促進できる。ここで図４を参照す
ると、唇側脚部１２４は、中央部ノッチ１３４によって、近心側部分１３０ａ及び遠心側
部分１３０ｂに分けられる、前縁部１３０を有する。この部分１３０ａ、１３０ｂは、ア
ーチワイヤスロット１１０の歯肉側側壁部１１６の近心側側部及び遠心側側部に位置する
、対応する保持凹部１３２内に受容される。保持凹部１３２間に位置することによって、
クリップ１２２が閉鎖位置にあるとき、中央部ポスト１３６は中央部ノッチ１３４と位置
が合う。中央部ポスト１３６は、軸に沿ってねじれる際に、アーチワイヤが保持凹部１３
２に入るのを防ぐことによって、装具１００に現れるトルクを保つのに役立つ。
【００２３】
　図３は、遠心側図において装具１００を示し、遠心側保持凹部１３２の更なる態様を示
している。示されるように、この保持凹部１３２は、舌側に面する表面１４０、咬合側に
面する表面１４２、唇側に面する表面１４４、及び遠心側に面する表面１４６を有する。
唇側に面する表面１４４で前縁部１３０に隣接して位置するのは、第１係止面１５０であ
る。唇側脚部１２４の対向する舌側に面する表面に位置するのは、第２係止面１５２であ
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る。第１及び第２係止面１５０、１５２は、クリップ１２２が閉鎖位置にあるとき、互い
に相補的に係合する外形を有する。このクリップ１２２と本体１０８との間の係合は、組
み立てられると、クリップ１２２が通常本体１０８に圧縮力をかけるように、クリップ１
２２に予め応力を与えることによって促進される。この予め応力がかけられた状態の結果
、クリップ１２２の唇側脚部１２４は、クリップ１２２が閉鎖位置にあるときは常に、保
持凹部１３２の唇側に面する表面１４４に対して付勢される。
【００２４】
　クリップ１２２の圧縮係合の結果、係止面１５０と１５２との間が互いに係合する。同
様に、この係合は、閾値量の力がクリップ１２２に加えられないかぎり、クリップ１２２
が、咬合側又は歯肉側方向に大きく摺動することを防ぐのに役立つ。機能的に、係止面１
５０、１５２の相互作用は、クリップ１２２を保持凹部１３２内の安定な位置に保持する
のに役立つ。対照的に、類似する自己結紮装具で使用される従来の「Ｕ」型クリップは、
閉鎖位置にあるとき、特に受動的結紮の状態で動作しているときに、がたつく傾向がある
。表面１５０、１５２は、クリップ１２２の弾性ひずみエネルギーによって係止係合状態
に保たれるため、がたつきの問題が避けられ、施術医は、クリップ１２２が閉じたことを
より強く確信する。
【００２５】
　本明細書に示されるように、保持凹部１３２上の第１係止面１５０は凹面であり、一方
クリップ１２２上の第２係止面１５２は凸面である。いくつかの実施形態では、保持凹部
１３２上の凹面の少なくとも一部は、歯肉側方向の凸状構成部品に対する法線ベクトルを
有する。少なくとも部分的に歯肉側方向に対して向く表面を有することによって、保持凹
部１３２が、唇側脚部１２４の第２係止面１５２の障害となり、それによって、クリップ
１２２が咬合側（開放）方向に向かって移動するのを制限する。
【００２６】
　また、整列して互いに接触するように配置するときに嵌め合い係合を形成する、別の整
合形状も可能である。いくつかの実施形態では、例えば、第１係止面１５０と第２係止面
１５２との間の凹面及び凸面が逆である。別の実施形態では、１つの係止面１５０、１５
２は、柱体、角錐、立方体、円錐、山状、半球、又はこれらの組み合わせなどの１つ以上
の幾何学的要素を備え、対向する係止面１５０、１５２と係合する。対向する係止面１５
０、１５２は、任意に、例えば、実質的に整合する逆の形状を有する。
【００２７】
　任意に、かつ代表的な図１に示されるように、舌側脚部１２６は、後縁部１５４と、後
縁部１５４に隣接し、かつ唇側方向に突き出ている隆起１５６と、を有する。隆起１５６
は、クリップ１２２が開放位置に向かって摺動すると、通路１２８の入口に隣接して位置
するキャッチ部１５８と係合する。キャッチ部１５８は、舌側脚部１２６が通路１２８を
通って咬合側に摺動するのを阻止し、装具１００を通常操作している間にクリップ１２２
が外れるのを防ぐ。
【００２８】
　クリップ１２２は、その構成が分離型又は一体型のいずれでもよく、当業者に既知であ
る任意の多くの弾力性材料から製造できる。示されるように、唇側脚部１２４及び舌側脚
部１２６は、単一の弾力性材料の平坦シートから形成される。好ましくは、クリップ１２
２は、ステンレス鋼、チタン、コバルトクロム合金（Ｅｌｇｉｌｏｙ　Ｓｐｅｃｉａｌｔ
ｙ　Ｍｅｔａｌｓ（Ｅｌｇｉｎ，ＩＬ）によって製造されているものなど）などの金属、
又は、ニッケル及びチタンの合金などの形状記憶金属から作られる。また、弛緩時のクリ
ップ１２２の形状が治療の過程の間に大きく変化しないように、クリップ１２２は十分に
弾性であることが好ましい。クリップ１２２の更なる任意の態様は、同時係属の米国特許
仮出願第６１／４７６，９０７号（Ｌｉｎら）に記載されている。
【００２９】
　ここで図２を参照すると、装具１００の唇側側部は、スロット１１０の歯肉側側壁部１
１６を分断する空洞１６０を有し、クリップ１２２が閉鎖位置にあるとき、空洞１６０は
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本体１０８及び唇側脚部１２４によって集合的に形成される。示されるように、空洞１６
０は、側壁部１１６の近心側－遠心側中間点近くに位置し、唇側平面図内で互いに対抗す
る、一対の凹状側面１６０ａ、１６０ｂ（それぞれ本体１０８、及び唇側脚部１２４上）
を備える。好ましくは、空洞１６０は、矯正用探針などの好適な手持ち器具の先端部を収
容するのに、十分に大きいサイズを有する。
【００３０】
　有利には、空洞１６０は、クリップ１２２の唇側脚部１２４とスロット１１０の歯肉側
側壁部１１６との間の近心側－遠心側空隙１６１に沿って位置し（図２で見られるように
）、これによって、施術医は、先端部を空洞１６０内に下ろすまで、空隙１６１に沿って
尖った器具の先端部を軽くたどることができる。空洞１６０を手がかりとして利用して、
施術医は続けて、器具を用いて穏やかに下方（咬合側）に力をかけ、アーチワイヤの配置
及び除去のために、クリップ１２２を引いて開放できる。この構成は、先行技術の装具と
は異なり、装具１００によって、施術医はクリップを摺動して開くために手がかりを視覚
的に探し当てる必要がないため、当該技術分野における著しい改善を示す。触覚フィード
バックを施術医に提供することによって、装具１００を、空洞１６０を見通さずに操作で
きる。更なる利点として、空洞１６０は、唇側に面する表面及び咬合側に面する表面の両
方に沿って触覚フィードバックを伝える。複数の表面から空洞１６０を触覚的に確認する
ことは、施術医にとって非常に都合がよく、特に装具１００が口腔後方部に固定され、視
覚的に確認することが難しく、又はそれが患者の不快感につながる場合に、患者にとって
の快適性を改善できる。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、示されるように、空洞１６０は唇側方向から囲まれる。別の
実施形態では、空洞１６０は、円柱又は円錐によって少なくとも部分的に形成される形状
を有する。例えば、凹状側面１６０ａは、歯肉側側壁部１１６に交わる円柱の範囲内に刻
まれてよく、この円柱は、矯正用手持ち器具の先端部の外半径に概ね整合する半径を有す
る。好ましくは、刻まれる円柱の半径は、少なくとも約５ミル（１２７マイクロメートル
）、少なくとも約６ミル（１５２マイクロメートル）、又は少なくとも約７ミル（１７８
マイクロメートル）である。好ましくは、刻まれる円柱の半径は、多くとも約３０ミル（
７６２マイクロメートル）、多くとも約２０ミル（５０８マイクロメートル）、又は多く
とも約１０ミル（２５４マイクロメートル）である。空洞１６０は、半円柱形を有しても
よく、このとき側面１６０ａは概ね凹状であり、側面１６０ｂは概ね平面であり、又は逆
もまた同様である。あるいは、空洞１６０は、矯正用手持ち器具の先端部の係合に好適な
、楕円形、矩形、又は任意のその他形状であってよい。
【００３２】
　別の任意の特徴として、細いスクライブライン１６２を本体１０８の唇側面に位置付け
てよく、これを用いて患者の歯への装具１００の位置決めに役立たせることができる。一
実施形態では、例えば、施術医は、歯の長軸と見られる軸に沿ってスクライブライン１６
２を整列させる。示されるように、スクライブライン１６２は、アーチワイヤスロット１
１０に概ね垂直な基準面に沿って概ね咬合側－歯肉側方向に延在し、この基準面は、装具
を近心側部分と遠心側部分とに概ね分ける。
【００３３】
　図５～１０は、クリップ１２２及び基部１０２が外された状態の、追加の代表的な特徴
が見えている本体１０８を示す。例えば、図５は、空洞１６０からアーチワイヤスロット
１１０の反対側に配置される、本体１０８の唇側面に位置する溝１７０を示す。溝１７０
は、概ね咬合側－歯肉側方向に沿って伸び、共通する咬合側－歯肉側軸線１７２に沿って
空洞１６０と概ね一直線に並ぶ。
【００３４】
　溝１７０によってもたらされる１つの主な利点は、クリップ１２２が閉鎖位置から開放
位置に摺動するときの、使いやすさに関するものである。上記のように、これは、手持ち
器具の先端部を用いて一般に達成される。先行技術の実施形態の１つの欠点は、クリップ



(10) JP 2015-521918 A 2015.8.3

10

20

30

40

50

を開放するためにアーチワイヤスロットに沿って器具の先端部を引くことが、スロットの
対向する側壁部と先端部がぶつかる原因になることである。この障害は、クリップ１２２
と本体１０８との間に実際に障害物がない場合でも、クリップ詰まりとして施術医に認識
され得る。この障害を解消するために、施術医が、器具の先端部を「上方」つまり唇側に
無理やり引くことで、クリップの変形につながり得る。図５に示される構成では、咬合側
側壁部１１４の障害となる可能性がある部分が溝１７０に置き換わっており、本体１０８
の近心側の半分と遠心側の半分との間の、器具先端部の自由な通過を可能にする。
【００３５】
　溝１７０の別の利点は、空洞１６０に係合される手持ち器具の先端部によって加えられ
る見せかけの力に関するものである。手持ち器具の先端部が空洞１６０に挿入され、溝１
７０に沿って引かれると、溝１７０が存在することによって、先端部がクリップ１２２に
対して力ベクトルを付与することを可能にし、これが唇側及び舌側脚部１２４、１２６の
互いに離れる方向への過度のひずみを防ぐ。好ましい実施形態では、溝１７０は、本体１
０８の唇側側部１７６から舌側方向にずれて、概ね直線経路の動きに沿って先端部を導く
。
【００３６】
　これは、図１１の側面図に示されており、ここでは本体１０８の唇側側部１７６上の溝
１７０の断面図を提供する。手持ち器具の先端部が空洞１６０に挿入され、咬合側方向に
向けて引かれてクリップ１２２を開放すると（この図では示されない）、器具の先端部は
、先端部がクリップ１２２に接触する場所から始まり、概ね咬合側方向に延在する経路１
８０をたどる。溝１７０によって開放されるため、経路１８０は本体１０８の唇側側部１
７６から舌側方向にずれることが可能である。
【００３７】
　図１１は更に、経路１８０が概ね直線状であり、クリップ１２２が閉鎖位置から開放位
置に摺動するとき、歯肉側方向から基準面１８２と交差することを示す。一方、クリップ
１２２が開放位置から閉鎖位置に摺動すると、器具の先端部は、同じ経路１８０に沿って
たどって戻り、このときは咬合側方向から基準面１８２と交差する。図１１に示されるよ
うに、経路１８０は、基準面１８２に対して角度θの方向を向く。角度θが９０度を大き
く超えるとき、クリップ１２２に加えられる力は、上方分力を有する（すなわち、クリッ
プ１２２が開放されるとき、唇側脚部１２６が唇側方向に向かって引かれる）。一方、角
度θが９０度を大きく下回るとき、クリップ１２２に加えられる力は、下方分力を有する
（すなわち、クリップ１２２が開放されるとき、唇側脚部１２６が舌側方向に向かって「
押される」）。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、角度θは、少なくとも７０度、少なくとも約７５度、少なく
とも約８０度、少なくとも約８５度、又は少なくとも約９０度である。いくつかの実施形
態では、角度は多くとも約１１０度、多くとも約１０５度、多くとも約１００度、多くと
も約９５度、又は多くとも約９０度である。好ましい実施形態では、経路１８０は基準面
１８２に対して概ね垂直である。９０度に近い角度θを有することで、摺動して開閉する
間、クリップ１２２を中立でストレス負荷がない状態に保つのに役立ち、舌側及び唇側脚
部１２４、１２６が互いに対して永続的に変形するのを防ぐことができる。
【００３９】
　追加の任意の特徴を示す。空洞１６０と同様に、溝１７０も、図５に示される浅い咬合
側－歯肉側スクライブライン１７８を有する。スクライブライン１７８はスクライブライ
ン１６２と一直線に並び、クリップ１２２（この図では示されない）が開放位置にあると
き、中央部ノッチ１３４を通して見え、施術医が、固着手順の間に、歯に装具１００を位
置決めするのを助ける。図１１に示されるように、スクライブライン１６２及び１７８は
両方とも、唇側平面図中の共通する基準軸１７２に沿って並ぶ。
【００４０】
　別の任意の特徴は図６～８に示され、ここでは保持凹部１３２の拡大側面図を示す。示
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されるように、保持凹部１３２の舌側に面する表面１４０は、第３係止面１４１を含む。
任意に、かつ図８に示されるように、第３係止面１４１は、対応するクリップ１２２上の
第４凹状係止面１４３と位置が合い、嵌め合い係合する凸面である。第４係止面１４３は
、クリップ１２２の前縁部１３０に平行で、隣接しており、舌側に面する表面１４０上の
第３係止面１４１に実質的にぴったり一致する。係止面１４１、１４３の他の態様は、係
止面１５０、１５２のものと同様であってよく、ここでは繰り返さない。
【００４１】
　保持凹部１３２の舌側に面する表面１４０上に嵌め合い係止面１４１、１４３を有する
ことは、アーチワイヤ５０のたわみがクリップ１２２との接触を引き起こし、クリップ１
２２の外端を唇側方向に付勢するときに都合がよい場合がある。従来の自己結紮装具では
、このような力は、クリップの外端を保持凹部の外側に摺動させ、かつ、アーチワイヤが
スロットから自然に外れる原因となる場合があった。この状況は、例えば、アーチワイヤ
の少なくとも一部とクリップとの間に継続的な接触があることが多い、クリップが「作動
」状態で機能しているときに起こり得る。図８に示される有利な構成は、クリップ１２２
の端部を保持凹部１３２の舌側に面する表面１４０と係止することによって、外れるのを
予防する。示されるように、表面１４１と１４３との間の係合は、これらの構成部品間の
摺動を制限する障害となり、より確実なアーチワイヤ５０の結紮をもたらす。
【００４２】
　実施形態
　１．歯科矯正装具であって、基部と、基部から外向きに延在する本体であり、概ね近心
側－遠心側方向に沿って延在する細長いスロットを上部に有し、スロットが、底壁部、並
びに一対の対向する咬合側側壁部及び歯肉側側壁部を有する、本体と、本体に摺動可能に
係合され、開放位置と閉鎖位置との間を移動可能なクリップであり、クリップが閉鎖位置
にあるとき、スロットの少なくとも一部を越えて延在する第１脚部と、第１脚部に連結さ
れ、概ね咬合側－歯肉側方向に沿って前記本体を通る通路内に摺動可能に受容される第２
脚部と、を備えるクリップと、歯科矯正装具の唇側側部に位置し、スロットの側壁部を分
断する凹状側面を含む空洞であり、クリップが閉鎖位置にあるとき、本体及び唇側脚部に
よって集合的に形成され、手持ち器具の先端部を収容するのに十分なサイズを有する空洞
と、を備える、歯科矯正装具。
　２．第１脚部が唇側脚部であり、唇側脚部の第１係止面が概ね舌側方向に面し、第２脚
部が舌側脚部であり、舌側脚部の第２係止面が概ね唇側方向に面する、実施形態１に記載
の歯科矯正装具。
　３．第１係止面が凸面を含み、第２係止面が凹面を含む、実施形態１又は２に記載の歯
科矯正装具。
　４．空洞が、唇側脚部に位置し、かつ、本体上の凹状側面に対向する、凹状側面を更に
含む、実施形態２に記載の歯科矯正装具。
　５．前縁部を受容するために側壁部の一方に位置する保持凹部を更に備え、第１脚部が
、前縁部及び前縁部に隣接する第１係止面を有し、保持凹部が第２係止面を備え、クリッ
プが予め圧縮応力を受けており、もって、第１係止面及び第２係止面が互いに付勢し合い
相補的に係合して、クリップを閉鎖位置に保持する、実施形態１又は４に記載の歯科矯正
装具。
　６．空洞によって分断される側壁部が歯肉側側壁部である、実施形態１又は４に記載の
歯科矯正装具。
　７．本体上の凹状側面が、実質的に、歯肉側側壁部と交差する円柱の範囲内に刻まれる
、実施形態６に記載の歯科矯正装具。
　８．円柱が、約１２７マイクロメートル～約７６２マイクロメートルの範囲の半径を有
する、実施形態７に記載の歯科矯正装具。
　９．円柱が、約１５２マイクロメートル～約５０８マイクロメートルの範囲の半径を有
する、実施形態８に記載の歯科矯正装具。
　１０．円柱が、約１７８マイクロメートル～約２５４マイクロメートルの範囲の半径を
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有する、実施形態９に記載の歯科矯正装具。
　１１．空洞が、歯肉側側壁部の近心側－遠心側中間点近くに位置する、実施形態１又は
４に記載の歯科矯正装具。
　１２．空洞に対してスロットの反対側において本体の唇側側部に位置し、かつ、共通す
る咬合側－歯肉側軸線に沿って空洞と概ね一直線に並んでいる、溝を更に備える、実施形
態１又は４に記載の歯科矯正装具。
　１３．クリップの第１脚部が、本質的にスロットの近心側－遠心側長さ全体に沿って延
在する、実施形態１又は４に記載の歯科矯正装具。
　１４．保持凹部が、概ね咬合側方向に面する下面と、概ね唇側方向及び舌側方向に面す
る一対の対向する側面と、を有し、凹面が、概ね唇側に面する側面上に位置している、実
施形態５に記載の歯科矯正装具。
　１５．凹面の少なくとも一部が、歯肉側方向の凸状構成部品に対する法線ベクトルを有
する、実施形態１４に記載の歯科矯正装具。
　１６．保持凹部が第１保持凹部であり、本体が第２保持凹部を備え、第１保持凹部及び
第２保持凹部がスロットの近心側側部及び遠心側側部にそれぞれ位置し、クリップが閉鎖
位置にあるとき、前縁部が、第１保持凹部及び第２保持凹部にそれぞれ受容される、離間
した近心側部分及び遠心側部分に分けられている、実施形態５に記載の歯科矯正装具。
　１７．保持凹部が、クリップが作動状態であるとき、前縁部に隣接して概ね唇側方向に
面する第４係止面と相補的に係合する、概ね舌側方向に面する第３係止面を更に含む、実
施形態５に記載の歯科矯正装具。
　１８．第３係止面が凸面であり、第４係止面が凹面である、実施形態１７に記載の歯科
矯正装具。
　１９．本体と、本体に摺動可能に係合され、第１脚部及び第２脚部を有し、第１脚部が
本体に位置する細長いスロットを少なくとも部分的に横切って延在する、概ね「Ｕ」型の
クリップと、を有する、歯科矯正装具を作動させる方法であって、
　第１脚部と本体の外向き面との間の空隙に沿って配置される空洞内に手持ち器具の先端
部を挿入する工程であり、空洞が、第１脚部及び本体の両方によって少なくとも部分的に
形成されており、外向きに面する表面及び咬合側に面する表面の両方に沿って触覚フィー
ドバックを提供する、工程と、
　本体の外向き面に位置し空洞に対してスロットの反対側において概ね咬合側－歯肉側方
向に沿って延びる溝に沿って先端部を引き寄せことによって、クリップに力ベクトルを加
えて、第１脚部及び第２脚部の互いに離れる方向へのひずみを防ぐ工程と、を含む、方法
。
　２０．第１脚部が唇側脚部であり、第２脚部が舌側脚部であり、外向き面が唇側側部で
ある、実施形態１９に記載の方法。
　２１．溝が、本体の唇側側部から舌側方向にずれて、概ね直線経路の動きに沿って先端
部を導く、実施形態２０に記載の方法。
　２２．直線経路が、スロットの側壁部の１つと同一平面上にある基準面と約７０度～約
１１０度の範囲の角度で交差する、実施形態２１に記載の方法。
　２３．第１直線経路及び第２直線経路が、約８０度～約１００度の範囲の角度で交差す
る、実施形態２２に記載の方法。
　２４．第１直線経路及び第２直線経路が、約８５度～約９５度の範囲の角度で交差する
、実施形態２３に記載の方法。
　２５．先端部を溝に沿って引き寄せる工程が、舌側脚部を概ね咬合側方向に摺動させる
、実施形態２１に記載の方法。
【００４３】
　上述の特許及び特許出願の全ては、本明細書において本開示に明示的に援用される。上
記の発明は、明瞭さ及び理解を目的として図及び実施例によってある程度詳細に述べたも
のである。しかしながら、様々な代替例、改変例、及び等価物の使用が可能であり、上記
の説明は発明の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。また、本発明の範囲
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は、特許請求の範囲及びその等価物によって定義されるものである。
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